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令 和 ５ 年 第 １ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由  

（ 令 和 ５ 年 ３ 月 １ 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。本 日 こ こ に 、令 和 ５ 年 第 １ 回 小

城 市 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、議 員 の 皆 様

に は 、 御 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 

 そ れ で は 、こ れ よ り 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す 議

案 の う ち 、先 議 を お 願 い し た い 分 か ら 提 案 理 由 を 御 説 明

申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 1 5 号 及 び 議 案 第 1 6 号  損 害 賠 償 の 額

の 決 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、海 苔 の 原 料 で あ る 原 藻
げんそう

を 送 る パ イ プ を 破 損 さ せ 、破 損 箇 所 か ら 原 藻
げんそう

を 流 出 さ せ

た も の で 、 地 方 自 治 法 第 9 6 条 第 １ 項 第 1 3 号 の 規 定 に

よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

事 案 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、芦 刈 町 住 ノ 江 地 内 の 住 ノ

江 港 か ら 海 苔 協 業 施 設 ま で 、海 苔 の 原 料 で あ る 原 藻
げんそう

を 送

る パ イ プ が 設 置 さ れ て お り ま す が 、除 草 作 業 時 に 草 刈 り

機 で パ イ プ を 破 損 さ せ 、破 損 箇 所 か ら 原 藻
げんそう

を 大 量 に 流 出

さ せ た も の で ご ざ い ま す 。  

パ イ プ の 破 損 に 対 す る 損 害 賠 償 の 方 法 は 、保 険 対 応 で 、

損 害 賠 償 の 金 額 は 、 ７ 万 1 , 1 7 0 円 、 損 害 賠 償 の 相 手 方

は 、佐 賀 県 有 明 海 漁 業 協 同 組 合  芦 刈 支 所  運 営 委 員 長  

中 野
な か の

 正 利
まさとし

で ご ざ い ま す 。  
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ま た 、原 藻
げんそう

の 流 出 に 対 す る 損 害 賠 償 の 方 法 は 、保 険 対

応 で 、損 害 賠 償 の 金 額 は 、 1 2 1 万 2 , 7 8 0 円 、損 害 賠 償 の

相 手 方 は 、天
てん

照
しょう

水 産
すいさん

２
に

 代 表  夘
う

野 木
の き

 直
なお

宏
ひろ

で ご ざ い ま

す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 7 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正

予 算 （ 第 1 1 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算

に 、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 7 , 5 2 6 万 ４ 千 円 を 追 加 し 、補 正 後

の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 2 9 億 3 , 4 4 8 万 ２ 千

円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

第 ２ 表  繰 越 明 許 費 で ご ざ い ま す が 、「 第 ５ 弾 小 売 店

舗 等 復 興 応 援 券 事 業 」 を 追 加 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

そ れ で は 、補 正 の 内 容 に つ い て 、ま ず 歳 出 か ら 御 説 明

申 し 上 げ ま す 。  

 

 第 ７ 款  商 工 費 で ご ざ い ま す が 、新 規 事 業 と し ま し て

「 第 ５ 弾 小 売 店 舗 等 復 興 応 援 券 事 業 」は 、コ ロ ナ 禍 に お

け る 原 油 価 格 や 物 価 の 高 騰 な ど の 影 響 を 受 け て い る 市

民 及 び 事 業 者 の 皆 さ ん の 負 担 を 軽 減 す る た め 、第 ５ 弾 の

復 興 応 援 券 を 発 行 す る 経 費 の 一 部 を 計 上 す る も の で ご

ざ い ま す 。  

 

 以 上 、歳 出 の 内 容 に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、歳 入 に
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つ き ま し て は 、事 務 事 業 に 伴 う 国 庫 支 出 金 を 計 上 し 、基

金 繰 入 金 に よ り 財 源 調 整 を す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

以 上 、先 議 分 の 議 案 に つ き ま し て は 、そ の 概 要 を 御 説

明 申 し 上 げ ま し た が 、御 審 議 の 上 、御 承 認 賜 り ま す よ う

よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

そ れ で は 、引 き 続 き 、本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す

議 案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、議 案 第 １ 号  小 城 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法

律 施 行 条 例 で ご ざ い ま す が 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法

律 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、法 律 の 施 行 に つ い て 必 要 な

事 項 を 制 定 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 ２ 号  小 城 市 個 人 情 報 保 護 審 査 会 条 例 で

ご ざ い ま す が 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 が 改 正 さ れ

た こ と に 伴 い 、審 査 会 の 設 置 等 に つ い て 基 本 と な る 事 項

を 制 定 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 ３ 号  小 城 市 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行

政 の 推 進 に 関 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、書 面 で 行 う こ と

と さ れ て い る 手 続 に つ い て 、情 報 通 信 技 術 を 利 用 す る 方

法 で 行 う こ と が で き る よ う 共 通 事 項 を 定 め 、市 民 の 利 便

性 の 向 上 と 行 政 運 営 の 簡 素 化 及 び 効 率 化 を 図 る た め 制
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定 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 ４ 号  小 城 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、国 民 健 康 保 険 財 政 を 安

定 的 に 運 営 す る た め 、国 民 健 康 保 険 税 の 税 率 及 び 税 額 を

見 直 す も の で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 ５ 号  小 城 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、健 康 保 険 法 施 行 令 が 改 正

さ れ た こ と に 伴 い 、出 産 育 児 一 時 金 の 支 給 額 を 改 め る も

の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 ６ 号  小 城 市 子 ど も・子 育 て 会 議 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、子 ど も・子 育 て 支

援 法 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う

も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 ７ 号  小 城 市 重 度 心 身 障 害 者 の 医 療 費 の

助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す

が 、佐 賀 県 重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費 補 助 金 交 付 要 綱 が

改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、知 的 障 害 者 の 該 当 要 件 を 改 め る

た め 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、重 度 知 的 障 害 者 の 該 当 要

件 を「 知 能 検 査 の 判 定 結 果 」か ら 障 害 の 程 度 及 び 支 援 の

必 要 性 が よ り 適 切 に 評 価 さ れ る 「 療 育 手 帳 の 判 定 結 果 」
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に 見 直 す も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 ８ 号  小 城 市 下 水 道 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 小 城 市 下 水 道 事 業 等 に 係 る

「 使 用 料 の 改 定 」 及 び 「 市 営 浄 化 槽 事 業 区 域 の 見 直 し 」

を 行 う た め 、小 城 市 下 水 道 事 業 条 例 、小 城 市 農 業 集 落 排

水 処 理 施 設 条 例 、小 城 市 市 営 浄 化 槽 条 例 及 び 小 城 市 小 城

町 東 新 町 住 宅 団 地 浄 化 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の

で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 ９ 号  小 城 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の

設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設

備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、所 要

の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、「 安 全 計 画 の 策 定 等

の 義 務 化 」 及 び 「 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 の 努 力 義 務 化 」

に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 0 号  小 城 市 学 校 給 食 セ ン タ ー 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、学 校 給 食 衛 生 管 理

基 準 に 適 合 し て い な い 給 食 施 設 を 集 約 し 、新 た に「 学 校

給 食 セ ン タ ー 」を 設 置 す る た め 、所 要 の 規 定 の 整 備 を 行

う も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、４ 箇 所 の 給 食 施 設 を １ 箇
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所 に 集 約 し 、 1 1 の受 配 校 に 学 校 給 食 を 提 供 す る も の で

ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 1 号  小 城 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び

特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、学 校 教 育 法 及 び

子 ど も・子 育 て 支 援 法 等 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、所 要

の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 2 号  小 城 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備

及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 で ご ざ い ま す が 、児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関

す る 基 準 及 び 民 法 等 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、所 要 の 規

定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、「 懲 戒 に 係 る 権 限 の

濫 用 禁 止 規 定 」を 削 除 し 、「 安 全 計 画 の 策 定 等 の 義 務 化 」

に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 3 号  小 城 市 立 中 林 梧 竹 記 念 館 協 議 会

条 例 及 び 小 城 市 立 歴 史 資 料 館 協 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、博 物 館 法 が 改 正 さ れ た こ と に

伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 4 号  小 城 市 健 康 ス ポ ー ツ セ ン タ ー の

指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、令 和 ５ 年 ４



7 

月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 3 1 日 ま で の １ 年 間 、 シ ン コ ー

ス ポ ー ツ・大 成 有 楽 不 動 産 共 同 企 業 体 を 指 定 管 理 者 と し

て 指 定 す る た め 、 地 方 自 治 法 第 2 4 4 条 の ２ 第 ６ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、予 算 関 係 議 案 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 1 8 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正

予 算 （ 第 1 2 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算

に 、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ５ 億 8 , 7 6 8 万 ２ 千 円 を 追 加 し 、補

正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 3 5 億 2 , 2 1 6 万

４ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

第 ２ 表  継 続 費 補 正 で ご ざ い ま す が 、「 固 定 資 産 評 価

替 業 務 委 託 事 業 」の 総 額 と 年 割 額 を 変 更 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

第 ３ 表  繰 越 明 許 費 補 正 で ご ざ い ま す が 、「 市 有 財 産

等 管 理 事 業 」 か ら 「 河 川 災 害 復 旧 事 業 」 ま で の 2 9 事 業

を 追 加 す る も の で ご ざ い ま す 。  

第 ４ 表  債 務 負 担 行 為 補 正 で ご ざ い ま す が 、「 牛 津 出

張 所 家 賃・共 済 費 」か ら「 天 山・八 丁 ダ ム 道 路 案 内 板 敷

地 借 上 料 」 ま で の ３ 事 項 を 追 加 す る も の で ご ざ い ま す 。 

第 ５ 表  地 方 債 補 正 で ご ざ い ま す が 、「 県 営 水 利 施 設

等 保 全 高 度 化 事 業 （ 三 日 月 東 部 地 区 ）」 か ら 「 学 校 給 食
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セ ン タ ー（ 仮 称 ）改 築 事 業 」ま で の ３ 事 業 を 追 加 し 、「 特

定 地 域 づ く り 事 業 推 進 補 助 事 業 」か ら「 小 城 岩 蔵 工 業 団

地 線 災 害 復 旧 事 業 」 ま で の 1 7 事 業 の 限 度 額 を 変 更 す る

も の で ご ざ い ま す 。  

 

そ れ で は 、補 正 の 主 な も の に つ い て 、ま ず 歳 出 か ら 御

説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 第 ３ 款  民 生 費 で ご ざ い ま す が 、「 高 齢 者 福 祉 総 務 費 」

は 、認 知 症 グ ル ー プ ホ ー ム 等 が 、利 用 者 の 安 全 性 確 保 の

観 点 か ら 実 施 す る 大 規 模 改 修 工 事 に 対 す る 補 助 金 を 計

上 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 第 ６ 款  農 林 水 産 業 費 で ご ざ い ま す が 、「 農 業 用 た め

池 維 持 管 理 事 業 」は 、国 の 補 正 予 算 に 伴 い 、後 年 度 に 予

定 し て い た 上 右 原 第 一 た め 池 等 の 劣 化 状 況 評 価 な ど の

調 査 委 託 料 を 令 和 ４ 年 度 に 前 倒 し て 予 算 を 計 上 す る も

の で ご ざ い ま す 。  

 次 に 、「 農 業 基 盤 整 備 促 進 事 業 」 で ご ざ い ま す が 、 こ

の 事 業 も 国 の 補 正 予 算 に 伴 い 、後 年 度 に 予 定 し て い た 橋

内 地 区 の 水 路 整 備 に 要 す る 委 託 料 及 び 工 事 請 負 費 等 を

令 和 ４ 年 度 に 前 倒 し て 予 算 を 計 上 す る も の で ご ざ い ま

す 。  

 第 ８ 款  土 木 費 で ご ざ い ま す が 、「 橋 り ょ う 補 修 事 業 」

は 、国 の 補 正 予 算 に 伴 い 、後 年 度 に 予 定 し て い た ３ 橋 の

工 事 請 負 費 を 令 和 ４ 年 度 に 前 倒 し て 予 算 を 計 上 す る も
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の で ご ざ い ま す 。  

 第 1 0 款  教 育 費 で ご ざ い ま す が 、「 学 校 給 食 セ ン タ

ー（ 仮 称 ）改 築 事 業 」は 、国 の 補 正 予 算 に 伴 い 、後 年 度

に 予 定 し て い た 事 業 計 画 の 工 事 請 負 費 を 令 和 ４ 年 度 に

前 倒 し て 予 算 を 計 上 す る も の で ご ざ い ま す 。  

以 上 、歳 出 の 主 な も の に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、歳

入 に つ き ま し て は 、事 務 事 業 に 伴 う 国 庫 支 出 金 、県 支 出

金 、分 担 金 及 び 負 担 金 、諸 収 入 、市 債 の ほ か 、地 方 交 付

税 、使 用 料 及 び 手 数 料 、財 産 収 入 、寄 附 金 な ど を 計 上 し 、

基 金 繰 入 金 に よ り 財 源 調 整 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 9 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）で ご ざ い ま す が 、既 定 の 歳

入 歳 出 予 算 か ら 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 6 0 9 万 ６ 千 円 を 減

額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 5 0 億

3 , 0 2 6 万 ８ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 に つ き ま し て は 、

一 般 会 計 繰 入 金 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、歳 出 に つ き ま し て は 、保 険 給 付 費 及 び 保 健 事 業

費 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 0 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者 医

療 特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）で ご ざ い ま す が 、既 定 の

歳 入 歳 出 予 算 か ら 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 6 8 万 １ 千 円 を

減 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ６ 億
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2 , 4 2 4 万 ７ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 に つ き ま し て は 、

一 般 会 計 繰 入 金 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、歳 出 に つ き ま し て は 、後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合

納 付 金 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 1 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計

補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 及 び 支

出 の 既 定 の 予 算 か ら 、収 益 的 収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ 4 0 0

万 円 を 減 額 し 、補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 収 益 的 収 入 及 び 支

出 そ れ ぞ れ ３ 億 1 , 9 4 5 万 ２ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま

す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 に つ き ま

し て は 、水 道 管 移 設 補 償 工 事 に 伴 う 負 担 金 の 減 額 で ご ざ

い ま す 。  

次 に 、収 益 的 支 出 で は 、水 道 管 移 設 補 償 工 事 費 及 び 委

託 料 の 不 用 額 を 減 額 し 、受 水 費 を 増 額 す る も の で ご ざ い

ま す 。ま た 、収 支 の 調 整 の た め 予 備 費 を 減 額 す る も の で

ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 2 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会 計

補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 の 既 定

の 予 算 か ら １ 億 3 , 3 7 1 万 ８ 千 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 予

算 の 総 額 を 1 5 億 2 , 9 6 6 万 ３ 千 円 と し 、 収 益 的 支 出 の 既

定 の 予 算 に 1 , 5 3 0 万 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額
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を 1 3 億 1 , 6 7 7 万 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 に つ き ま

し て は 、 医 業 収 益 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

次 に 、資 本 的 収 入 で は 、国 保 会 計 補 助 金 2 7 4 万 ９ 千 円

を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 2 , 6 2 0 万 ３ 千 円 と す

る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 3 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 下 水 道 事 業 会

計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 の 既

定 の 予 算 か ら 2 , 2 2 8 万 ７ 千 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 予 算

の 総 額 を 1 9 億 1 , 6 6 8 万 円 と し 、 収 益 的 支 出 の 既 定 の 予

算 か ら 2 , 3 7 2 万 ３ 千 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額

を 1 6 億 1 , 6 4 2 万 ３ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 に つ き ま

し て は 、工 事 の 繰 越 に 伴 い 消 費 税 を 再 計 算 し た こ と に よ

り 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、収 益 的 支 出 で は 、汚 泥 処 分 量 の 実 績 に 伴 い 減 額

す る も の で ご ざ い ま す 。  

次 に 、資 本 的 収 入 の 既 定 の 予 算 か ら 2 , 2 3 9 万 円 を 減 額

し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 0 億 8 4 1 万 ８ 千 円 と し 、 資

本 的 支 出 の 既 定 の 予 算 か ら 4 , 4 0 8 万 ６ 千 円 を 減 額 し 、

補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 7 億 1 , 8 6 1 万 ８ 千 円 と す る も の

で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、資 本 的 収 入 に つ き ま

し て は 、管 渠 や 浄 化 槽 の 施 工 実 績 に 伴 い 、企 業 債 や 国 庫
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補 助 金 等 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、資 本 的 支 出 で は 、建 設 改 良 費 を 減 額 す る も の で

ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 4 号  令 和 ５ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 予 算

で ご ざ い ま す が 、予 算 総 額 は 、 2 2 2 億 2 , 9 1 2 万 ６ 千 円 で

ご ざ い ま す 。  

前 年 度 の 当 初 予 算 と 比 較 し ま す と 、プ ラ ス 2 . 5％ 、５

億 4 , 1 6 2 万 ６ 千 円 の 増 と な っ て お り ま す 。  

 

第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 は 、「 不 燃 物 収 集 運 搬 車 購 入 費 」

か ら「 漁 業 被 害 対 策 特 別 資 金 利 子 補 給 」ま で の ３ 事 項 に

つ い て 、 期 間 及 び 限 度 額 を 定 め る も の で ご ざ い ま す 。  

第 ３ 表  地 方 債 は 、「 庁 用 車 管 理 事 業 」 か ら 「 臨 時 財

政 対 策 債 」 ま で の 5 1 事 業 に つ い て 、 起 債 の 目 的 、 限 度

額 な ど を 定 め る も の で ご ざ い ま す 。  

そ の ほ か 、 一 時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 を 1 5 億 円 と

定 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、新 た に 取 り 組 む も の な ど 、主 な 事 業 に つ い て 御

説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

第 ２ 款  総 務 費 で ご ざ い ま す が 、令 和 ８ 年 度 を 初 年 度

と す る 第 ３ 次 総 合 計 画 策 定 に 向 け て 、ま ち づ く り 市 民 会

議 を 開 催 す る た め な ど の 「 総 合 計 画 ・ 行 政 評 価 事 業 」、
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観 光 人 口 や 交 流 人 口 の 増 大 を 図 る た め に 令 和 ３ 年 度 か

ら 実 施 し て お り ま す 「 地 方 創 生 推 進 交 付 金 （ 観 光 振 興 ）

事 業 」、 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム の 標 準 化 ・ 共 通 化 に

向 け た 「 Ｄ Ｘ
ディエックス

推 進 事 業 」 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

 

第 ３ 款  民 生 費 で ご ざ い ま す が 、 令 和 ４ 年 度 か ら 実

施 し て お り ま す 三 日 月 保 健 福 祉 セ ン タ ー の 空 調 設 備 等

の 改 修 の た め な ど の 「 三 日 月 保 健 福 祉 セ ン タ ー 管 理 運

営 事 業 」、 三 里 保 育 園 の 整 備 等 に 対 す る 補 助 金 を 交 付 す

る た め な ど の 「 保 育 所 等 整 備 補 助 事 業 」 な ど に 加 え 、

少 子 化 ・ 子 育 て 支 援 策 と し て 、 ４ つ の 新 規 事 業 を 計 上

し て お り ま す 。   

一 つ 目 は 、家 事 や 育 児 等 に 不 安 や 負 担 を 抱 え 、支 援 を

必 要 と す る 子 育 て 家 庭 な ど に 対 し 、居 宅 を 訪 問 し て 家 事

や 育 児 を 支 援 す る た め の「 子 育 て 世 帯 訪 問 支 援 事 業 」で

ご ざ い ま す 。  

二 つ 目 は 、市 内 の 保 育 所 等 が 、医 療 的 ケ ア 児 を 受 け 入

れ 、看 護 師 な ど を 配 置 す る 費 用 を 助 成 す る た め の「 医 療

的 ケ ア 児 保 育 支 援 事 業 」 で ご ざ い ま す 。  

三 つ 目 は 、市 内 園 に 保 育 士 等 と し て 新 た に 就 職 す る 者

に 対 し 、準 備 金 を 支 給 す る た め の「 保 育 士 等 就 職 準 備 金

交 付 事 業 」 で ご ざ い ま す 。  

四 つ 目 は 、 養 育 費 の 取 り 決 め を 行 う ひ と り 親 に 対 し 、

養 育 費 に 関 す る 公 正 証 書 等 の 作 成 経 費 な ど を 助 成 す る

た め の 「 養 育 費 確 保 支 援 事 業 」 で ご ざ い ま す 。  
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第 ４ 款  衛 生 費 で ご ざ い ま す が 、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

ワ ク チ ン を 接 種 す る た め の「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ

ン 接 種 事 業 」、ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ の 実 現 に 向 け た 、“ 小

城 市 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 導 入 推 進 計 画 （ 仮 称 ）” の 策 定

経 費 な ど の 「 み ん な で 地 球 温 暖 化 防 止 事 業 」、 新 公 立 病

院 の 事 務 及 び 整 備 に 要 す る 経 費 を 負 担 す る「 新 公 立 病 院

建 設 事 業 」な ど に 加 え 、新 規 事 業 と し ま し て 、廃 棄 物 中

継 セ ン タ ー の 施 設 整 備 を 行 う た め 、 令 和 ５ 年 度 は 、“ 循

環 型 社 会 形 成 推 進 地 域 計 画 （ 仮 称 ）” の 策 定 経 費 な ど の

「 廃 棄 物 中 継 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業 」を 計 上 し て お り ま

す 。  

 

第 ６ 款  農 林 水 産 業 費 で ご ざ い ま す が 、田 ん ぼ ダ ム 導

入 に 対 す る 協 力 金 の 交 付 な ど の「 多 面 的 機 能 支 払 交 付 金

事 業 」、 排 水 機 場 に 近 接 す る 水 門 の 省 力 化 工 事 の た め な

ど の 「 農 業 排 水 施 設 維 持 管 理 事 業 」、 芦 刈 漁 港 の 浚 渫 工

事 の た め の「 漁 港 維 持 管 理 事 業 」な ど に 加 え 、新 規 事 業

と し ま し て 、豪 雨 に よ り 水 害 が 多 発 す る 地 域 の 排 水 対 策

検 討 に 向 け た 調 査 及 び 解 析 を 実 施 す る た め の「 内 水 対 策

調 査 事 業 」、 漁 業 被 害 に よ り 漁 業 経 営 の 継 続 が 危 惧 さ れ

る 漁 業 者 が 借 り 入 れ た 資 金 の 利 子 負 担 を 軽 減 す る た め

の「 漁 業 被 害 対 策 特 別 資 金 利 子 補 給 事 業 」を 計 上 し て お

り ま す 。  

 

第 ７ 款  商 工 費 で ご ざ い ま す が 、新 規 事 業 と し ま し て 、
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地 域 活 性 化 起 業 人 制 度 を 活 用 し 、企 業 か ら 派 遣 さ れ る 人

材 と 共 に 芦 刈 地 区 を 中 心 と し た 観 光 施 策 を 立 案 し 、計 画

に 基 づ く 観 光 振 興 に 資 す る 事 業 を 実 施 す る た め の「 地 域

活 性 化 起 業 人 観 光 振 興 事 業 」 な ど を 計 上 し て お り ま す 。 

 

第 ８ 款  土 木 費 で ご ざ い ま す が 、経 年 劣 化 し て い る 橋

り ょ う の 補 修 を 行 う た め の 「 橋 り ょ う 補 修 事 業 」、 牛 津

駅 前 の 広 場 を 再 整 備 す る た め の 「 牛 津 駅 前 広 場 整 備 事

業 」、 移 住 ・ 定 住 対 策 と し ま し て 、 佐 賀 県 外 か ら 小 城 市

内 に 移 住 さ れ る 4 9 歳 以 下 で 就 労 要 件 を 満 た す 方 に 補 助

金 を 交 付 す る こ と を 追 加 し た「 移 住・定 住 対 策 事 業 」な

ど を 計 上 し て お り ま す 。  

 

第 ９ 款  消 防 費 で ご ざ い ま す が 、令 和 ４ 年 度 の 芦 刈 町

消 防 団 の 拠 点 格 納 庫 の 整 備 に 引 き 続 き 、令 和 ５ 年 度 は 小

城 町 消 防 団 の 拠 点 格 納 庫 を 整 備 す る た め の「 消 防 施 設・

設 備 整 備 事 業 」、 既 存 の 防 災 行 政 無 線 の 老 朽 化 に 伴 う 整

備 を 行 う た め の「 防 災 行 政 無 線 維 持 管 理 運 営 事 業 」な ど

を 計 上 し て お り ま す 。  

 

第 1 0 款  教 育 費 で ご ざ い ま す が 、 三 里 保 育 園 の 整 備

等 に 対 す る 補 助 金 を 交 付 す る た め な ど の「 認 定 こ ど も 園

施 設 整 備 事 業 」、 生 涯 学 習 セ ン タ ー の 改 修 工 事 の た め の

「 生 涯 学 習 セ ン タ ー 管 理 事 業 」、2 0 2 4 年 に 開 催 さ れ る 国

民 ス ポ ー ツ 大 会 の 準 備 に 向 け た 実 行 委 員 会 運 営 経 費 等
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と し て の 「 2 0 2 4 年 国 民 ス ポ ー ツ 佐 賀 大 会 等 開 催 事 業 」、

佐 賀 県 遺 産 で あ る 光 栄 菊 酒 造 の 建 造 物 の 保 存 及 び 活 用

を 図 る た め の 外 観 修 理 補 助 と し て の 「 2 2 世 紀 に 残 す 佐

賀 県 遺 産 保 存 事 業 」 な ど に 加 え 、 新 規 事 業 と し ま し て 、

市 内 の 中 学 校 に 部 活 動 指 導 員 を 配 置 す る た め の「 市 立 中

学 校 の 部 活 動 指 導 員 活 用 事 業 」、 老 朽 化 が 進 行 し て い る

市 内 の 小 中 学 校 1 2 校 に つ い て 、 改 築 ・ 長 寿 命 化 な ど の

調 査 を 行 う た め の「 小・中 学 校 施 設 長 寿 命 化 改 良 等 調 査

事 業 」、 令 和 ５ 年 ９ 月 に 供 用 開 始 と な る 学 校 給 食 セ ン タ

ー の 管 理 運 営 を 行 う た め の 「 学 校 給 食 セ ン タ ー （ 仮 称 ）

管 理 運 営 事 業 」 を 計 上 し て お り ま す 。  

 

第 1 1 款  災 害 復 旧 費 で ご ざ い ま す が 、 満 神 排 水 機 場

の ポ ン プ 設 備 の 老 朽 化 に よ る 改 修 及 び 更 新 を 行 う た め

の「 満 神 鉱 害 ポ ン プ 排 水 施 設 維 持 管 理 事 業 」な ど を 計 上

し て お り ま す 。  

 

続 き ま し て 、 歳 入 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

第 １ 款  市 税 で ご ざ い ま す が 、令 和 ５ 年 度 の 市 民 税 は 、

個 人 及 び 法 人 と も に 平 年 ベ ー ス を 基 本 に 約 1 . 5％ の 増

収 を 見 込 ん で お り ま す 。  

第 ７ 款  地 方 消 費 税 交 付 金 で ご ざ い ま す が 、佐 賀 県 税

政 課 の 資 料 を 基 に 、 約 1 2 . 3％ の 増 加 と 見 込 ん で お り ま

す 。  
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第 1 0 款  地 方 交 付 税 の う ち 普 通 交 付 税 と 相 互 関 係 に

あ り ま す 第 2 1 款  市 債 の う ち 臨 時 財 政 対 策 債 で ご ざ い

ま す が 、こ れ ら は 、総 務 省 の 地 方 財 政 対 策 及 び 地 方 債 の

発 行 状 況 等 を 考 慮 し ま し て 、前 年 度 か ら 減 収 を 見 込 ん で

お り ま す 。  

そ の 他 の 歳 入 で ご ざ い ま す が 、各 事 務 事 業 に 伴 う 国・

県 支 出 金 、分 担 金 及 び 負 担 金 、市 債 な ど を 計 上 し 、財 源

調 整 と し て 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 を 計 上 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 5 号  令 和 ５ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 予 算 で ご ざ い ま す が 、予 算 総 額 は 、歳 入 歳 出 そ

れ ぞ れ 4 9 億 3 , 1 8 3 万 １ 千 円 で ご ざ い ま す 。  

前 年 度 の 当 初 予 算 と 比 較 し ま す と プ ラ ス 1 . 9 ％ 、

9 , 3 9 0 万 ２ 千 円 の 増 と な っ て お り ま す 。  

主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 で は 、国 民 健 康 保 険 税 、

県 支 出 金 及 び 一 般 会 計 繰 入 金 を 計 上 し 、歳 出 で は 、保 険

給 付 費 及 び 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 を 計 上 し て お り

ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 6 号  令 和 ５ 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者 医

療 特 別 会 計 予 算 で ご ざ い ま す が 、予 算 総 額 は 、歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ ６ 億 5 , 6 7 1 万 １ 千 円 で ご ざ い ま す 。  

前 年 度 の 当 初 予 算 と 比 較 し ま す と プ ラ ス 6 . 5 ％ 、

3 , 9 9 5 万 ７ 千 円 の 増 と な っ て お り ま す 。  
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主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 で は 、後 期 高 齢 者 医 療

保 険 料 及 び 一 般 会 計 繰 入 金 を 計 上 し 、歳 出 で は 、後 期 高

齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 を 計 上 し て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 7 号  令 和 ５ 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計

予 算 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 総 額 は 、収

益 的 収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ ３ 億 2 , 3 1 2 万 １ 千 円 で ご ざ

い ま す 。  

収 益 的 収 入 に つ き ま し て は 、給 水 収 益 、受 取 利 息 及 び

配 当 金 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

収 益 的 支 出 に つ き ま し て は 、佐 賀 西 部 広 域 水 道 企 業 団

か ら の 受 水 費 、施 設 の 維 持 管 理 費 、固 定 資 産 の 減 価 償 却

費 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、 資 本 的 収 入 に つ き ま し て は 、 一 般 会 計 負 担 金 、

工 事 負 担 金 、 固 定 資 産 売 却 代 金 と し て １ 億 2 5 5 万 ８ 千

円 を 計 上 し て お り ま す 。  

資 本 的 支 出 に つ き ま し て は 、配 水 管 布 設 替 え 等 の 建 設

改 良 費 、 企 業 債 の 償 還 金 な ど 9 , 7 2 8 万 ３ 千 円 を 計 上 し

て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 8 号  令 和 ５ 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会 計

予 算 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 の 総 額 は 、1 3 億 4 , 7 1 7

万 ５ 千 円 、 収 益 的 支 出 の 総 額 は 、 1 3 億 5 , 1 3 8 万 ６ 千 円

で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 収 入 に つ き ま し て は 、入 院 収 益 、外 来 収 益 な ど
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の 医 業 収 益 、預 金 利 息 、一 般 会 計 負 担 金 な ど の 医 業 外 収

益 を 計 上 し て お り ま す 。  

収 益 的 支 出 に つ き ま し て は 、給 与 費 、薬 品 費 等 の 材 料

費 な ど の 医 業 費 用 、企 業 債 の 支 払 利 息 、消 費 税 及 び 地 方

消 費 税 な ど の 医 業 外 費 用 を 計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、資 本 的 収 入 に つ き ま し て は 、企 業 債 の 元 金 に 係

る 一 般 会 計 負 担 金 、医 療 用 機 器 整 備 の た め の 出 資 金 な ど

の 総 額 と し て 1 , 9 7 6 万 ８ 千 円 を 計 上 し て お り ま す 。  

資 本 的 支 出 に つ き ま し て は 、全 自 動 血 液 凝 固 検 査 装 置

等 の 医 療 用 機 器 を 購 入 す る た め の 建 設 改 良 費 、企 業 債 の

償 還 金 な ど の 総 額 と し て 4 , 0 3 6 万 ２ 千 円 を 計 上 し て お

り ま す 。  

な お 、収 入 で 不 足 す る 額 は 、過 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金

で 補 て ん す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 9 号  令 和 ５ 年 度 小 城 市 下 水 道 事 業 会

計 予 算 で ご ざ い ま す が 、 収 益 的 収 入 の 総 額 は 、 1 8 億

5 , 8 3 4 万 ５ 千 円 、収 益 的 支 出 の 総 額 は 、1 5 億 7 , 3 2 1 万 ３

千 円 で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 収 入 に つ き ま し て は 、下 水 道 使 用 料 、他 会 計 補

助 金 、 長 期
ちょうき

前 受 金
まえうけきん

戻 入
れいにゅう

な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

収 益 的 支 出 に つ き ま し て は 、施 設 の 維 持 管 理 費 、固 定

資 産 の 減 価 償 却 費 、企 業 債 利 息 の 償 還 金 な ど を 計 上 し て

お り ま す 。  

次 に 、資 本 的 収 入 の 総 額 は 、７ 億 1 , 2 1 2 万 ８ 千 円 、資
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本 的 支 出 の 総 額 は 、1 4 億 7 , 7 8 2 万 ９ 千 円 で ご ざ い ま す 。  

資 本 的 収 入 に つ き ま し て は 、 企 業 債 、 他 会 計 補 助 金 、

国・県 補 助 金 、受 益 者 負 担 金・分 担 金 な ど を 計 上 し て お

り ま す 。  

資 本 的 支 出 に つ き ま し て は 、下 水 道 管 渠 、処 理 場 及 び

浄 化 槽 等 の 建 設 改 良 費 、企 業 債 元 金 の 償 還 金 な ど を 計 上

し て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 3 0 号  小 城 市 教 育 委 員 会 委 員 の 任 命 に

つ い て で ご ざ い ま す が 、教 育 委 員 会 委 員 の 吉 田
よ し だ

 安 之
やすゆき

氏

が 令 和 ５ 年 ５ 月 1 5 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、

後 任 の 教 育 委 員 会 委 員 と し て 吉 田
よ し だ

 安 之
やすゆき

氏 を 再 度 任 命

す る た め 、地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第

４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、議 会 の 同 意 を 求 め る も の で ご

ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 3 1 号  小 城 市 教 育 委 員 会 教 育 長 の 任 命

に つ い て で ご ざ い ま す が 、教 育 長 の 大 野
お お の

 敬 一 郎
けいいちろう

氏 が 令

和 ５ 年 ５ 月 3 1 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、 後

任 の 教 育 長 と し て 大 野
お お の

 敬 一 郎
けいいちろう

氏 を 再 度 任 命 す る た め 、

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 ４ 条 第 １

項 の 規 定 に よ り 、議 会 の 同 意 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。 

 

続 き ま し て 、報 告 関 係 に つ き ま し て 御 報 告 申 し 上 げ ま

す 。  
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報 告 第 １ 号  専 決 処 分 の 報 告 に つ い て で ご ざ い ま す

が 、令 和 ４ 年 1 2 月 1 5 日 、市 が 所 有 す る 収 集 車 で 、粗 大

ご み の 収 集 を 行 っ た 際 、相 手 方 の 敷 地 内 に あ る 合 併 浄 化

槽 の 蓋 を 損 傷 さ せ た も の で 示 談 が 成 立 し 、小 城 市 長 の 専

決 処 分 事 項 の 指 定 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 ３ 号 の 規 定 に

よ り 、 令 和 ４ 年 1 2 月 2 7 日 付 で 専 決 処 分 を し ま し た の

で 、 地 方 自 治 法 第 1 8 0 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る

も の で ご ざ い ま す 。  

 

以 上 、今 定 例 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ き

ま し て は 、そ の 概 要 を 御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、御 審 議

の 上 、御 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま し

て 、 提 案 理 由 の 御 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  


